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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽光の影響を受けることなく、昼間でも簡単
に液体の漏洩検査を可能にする。
【解決手段】絶縁油が封入された油分封入設備２の表面
に、液体漏洩検出装置１から中間赤外域の波長のレーザ
光を、その波長を絶縁油の光吸収波長帯を含んで掃引し
ながら照射走査し、絶縁油の光吸収による反射光の受光
強度の落込みを検出することにより、絶縁油の漏洩を検
出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体漏洩の検査領域にレーザ光を照射してその反射光を受光し、受光強度に基づいて検
査領域における液体の漏洩を検出する液体漏洩検出方法であって、
　前記検査領域に中間赤外域の波長のレーザ光を照射すると共に、照射するレーザ光の波
長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含んで掃引し、前記液体の光吸収による反射光の受
光強度の落込みを検出して液体の漏洩を検出することを特徴とする液体漏洩検出方法。
【請求項２】
　前記反射光の受光強度に基づいて漏洩液体の液厚を計測する請求項１に記載の液体漏洩
検出方法。
【請求項３】
　前記中間赤外域の波長のレーザ光は、２～２５μｍの波長のレーザ光を使用する請求項
１又は２に記載の液体漏洩検出方法。
【請求項４】
　前記検査対象の液体は、絶縁油である請求項１～３のいずれか１つに記載の液体漏洩検
出方法。
【請求項５】
　前記レーザ光の波長は、３．６μｍ帯の波長を含んで掃引する請求項４に記載の液体漏
洩検出方法。
【請求項６】
　液体漏洩の検査領域にレーザ光を照射してその反射光を受光し、受光強度に基づいて検
査領域における液体の漏洩を検出する液体漏洩検出装置であって、
　前記検査領域に照射する中間赤外域の波長のレーザ光を発生するレーザ発光手段と、
　該レーザ発光手段から発生するレーザ光の波長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含ん
で掃引制御する波長掃引制御手段と、
　前記検査領域からのレーザ光の反射光を受光して受光強度に応じた出力を発生する受光
手段と、
　該受光手段の前記出力の落込みを検出して液体の漏洩を検出する漏洩検出手段と、
　を備えて構成したことを特徴とする液体漏洩検出装置。
【請求項７】
　前記レーザ発光手段は、非線形光学効果を利用して中間赤外域の波長のレーザ光を発生
する波長変換レーザ発光手段である請求項６に記載の液体漏洩検出装置。
【請求項８】
　前記レーザ発光手段から装置外部に投光するレーザ光の光軸と前記検査領域からの反射
光の光軸とが同軸となる同軸光学系を備える請求項６又は７に記載の液体漏洩検出装置。
【請求項９】
　検査領域を撮像した画像上に前記漏洩検出手段の検出した液体漏洩箇所を記録処理する
画像処理手段と、該画像処理手段で得られた液体漏洩箇所の印した検査領域画像を表示す
る表示手段と、該表示手段の表示画像データを記録するデータ記録手段と、を備える請求
項６～８のいずれか１つに記載の液体漏洩検出装置。
【請求項１０】
　液体漏洩検査場所の位置情報を取得する位置情報取得手段を備える請求項６～９のいず
れか１つに記載の液体漏洩検出装置。
【請求項１１】
　液体の漏洩を警告する警告手段を備える請求項６～１０のいずれか１つに記載の液体漏
洩検出装置。
【請求項１２】
　前記中間赤外域の波長のレーザ光は、２～２５μｍの波長のレーザ光を使用する請求項
６～１１のいずれか１つに記載の液体漏洩検出装置。
【請求項１３】
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　前記検査対象の液体が、絶縁油である請求項６～１２のいずれか１つに記載の液体漏洩
検出装置。
【請求項１４】
　前記レーザ光の波長は、３．６μｍ帯の波長を含んで掃引する請求項１３に記載の液体
漏洩検出装置。
【請求項１５】
　前記漏洩検出手段の検出した液体漏洩部分や前記検査領域の輪郭を直接指示するための
可視光レーザを出射する指示用レーザを備えた請求項６～１４のいずれか１つに記載の液
体漏洩検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体漏洩の検査領域にレーザ光を照射して液体の漏洩を検出する液体漏洩検
出方法及び液体漏洩検出装置に関し、特に、中間赤外域のレーザ光に対する液体の赤外吸
収原理を利用して液体の漏洩を検出する液体漏洩検出方法及び液体漏洩検出装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　液体の漏洩が問題となる例としては、例えば、発電所や変電所におけるトランス（変圧
器）等の絶縁油封入設備からの絶縁油の漏洩がある。このような絶縁油封入設備は漏油が
ない設計を基本としているが、長期間にわたる使用、地震等の災害等により絶縁油が漏洩
することがある。最近ではＰＣＢを使用しない絶縁油が用いられているが、古い設備・器
具においてはＰＣＢを含む絶縁油が使われていたり、ＰＣＢが混入した再生油が使われて
いたりすることがあり、漏油による影響は、設備・器具の本来機能の不具合や故障の原因
となるばかりではなく、環境に対しても悪影響を及ぼす場合がある。このため、電力会社
においては定期巡視を行い、漏油が発見された場合には漏油箇所の補修、設備の交換、土
壌の入換えや監督官庁への報告が義務付けられている。
【０００３】
　ところで、従来、レーザ光を利用して油を検出する漏油検出装置として、例えば特許文
献１に記載されたものがある。この装置は、油運搬船等からの大量の油の海上流出を未然
に防止することを目的とし、レーザ光を海面や海水中に照射し、レーザ光の照射による漏
油からの蛍光、散乱光を検出することで、海面や海水中に浮遊する漏油を検出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２７５１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された漏油検出装置は、海面に浮遊する油分を検出対
象とするもので、漏油検出に蛍光、散乱光を利用しており、蛍光の発生効率及び水中透過
性を考慮して照射するレーザ光の波長を２２０～５５０ｎｍ、受光波長を３５０～５７０
ｎｍとしている。この場合、太陽光の日射スペクトルの最大値が５５０ｎｍ付近であるこ
とを考えると、昼間の太陽光の下では漏油の検出が難しく、昼間の漏油検査には使用でき
ないという問題がある。電力会社において、現状の定期巡視では、漏油の検査を巡視員の
目視で行っており、漏油の有無が巡視員の主観的な判断で行われており、極めて微量な漏
油については発見が極めて難しいと言う問題がある。このため、漏洩検査の信頼度向上や
安全対策等の観点から、漏油の有無を客観的に判断でき、極めて微量な漏油でも検出でき
る漏油検出装置が望まれている。
【０００６】
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　本発明は上記問題点に着目してなされたもので、昼夜を問わずに油等の液体の漏洩を客
観的に検出できる液体漏洩検出方法及び液体漏洩検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このため、本発明の液体漏洩検出方法は、液体漏洩の検査領域にレーザ光を照射してそ
の反射光を受光し、受光強度に基づいて検査領域における液体の漏洩を検出する液体漏洩
検出方法であって、前記検査領域に中間赤外域の波長のレーザ光を照射すると共に、照射
するレーザ光の波長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含んで掃引し、前記液体の光吸収
による反射光の受光強度の落込みを検出して液体の漏洩を検出することを特徴とする。
【０００８】
　かかる構成では、中間赤外域の波長のレーザ光を検査領域に照射し、照射するレーザ光
の波長を液体の光吸収波長帯を含んで掃引する。検査対象の液体の光吸収波長帯に相当す
る波長のレーザ光が漏洩した液体に当たると、液体の光吸収によりレーザの反射光の受光
強度に落込みが生じる。この受光強度の落込みを検出することにより液体の漏洩が検出で
きる。
【０００９】
　本発明の液体漏洩検出装置は、液体漏洩の検査領域にレーザ光を照射してその反射光を
受光し、受光強度に基づいて検査領域における液体の漏洩を検出する液体漏洩検出装置で
あって、前記検査領域に照射する中間赤外域の波長のレーザ光を発生するレーザ発光手段
と、該レーザ発光手段から発生するレーザ光の波長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含
んで掃引制御する波長掃引制御手段と、前記検査領域からのレーザ光の反射光を受光して
受光強度に応じた出力を発生する受光手段と、該受光手段の前記出力の落込みを検出して
液体の漏洩を検出する漏洩検出手段と、を備えて構成したことを特徴とする。
【００１０】
　かかる構成では、レーザ発光手段から中間赤外域の波長のレーザ光を発生し、波長掃引
制御手段でレーザ光の波長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含んで掃引制御して検査領
域に照射する。受光手段は、検査領域からのレーザ光の反射光を受光して受光強度に応じ
た出力を発生し、漏洩検出手段は受光手段の出力の落込みを検出する。受光手段の出力に
落込みがあれば液体による光吸収ありと判断することにより、液体の漏洩を検出するよう
になる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の液体漏洩検出方法及び液体漏洩検出装置によれば、太陽光の影響を受けない中
間赤外域の波長のレーザ光を用いたので、昼夜を問わずに液体の漏洩検査を行うことがで
きる。また、微量な液体の漏洩も確実に検出でき、液体の漏洩検査の信頼度を高めること
できる。また、漏洩の発生した液体封入設備を早期に客観的に発見できるので、液体封入
設備の補修、交換等の安全対策を遅滞なく行える。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の液体漏洩検出方法の漏洩検出の一例を示す説明図である。
【図２】レーザ光を掃引した時の漏洩の有無による受光強度の相違を示す図である。
【図３】絶縁油の透過スペクトルを示す図である。
【図４】太陽光及び大気の放射スペクトルを示す図である。
【図５】水及び水蒸気の透過スペクトルを示す図である。
【図６】本発明の液体漏洩検出方法で漏洩検出が可能な液体（油分及び油分以外の液体）
を例示した表を示す図である。
【図７】本発明の液体漏洩検出装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図８】同上実施形態で適用する同軸光学系の構成例を示す図である。
【図９】同軸光学系と二軸光学系の相違を説明する図である。
【図１０】本実施形態の液体漏洩検出装置の動作を説明するフローチャートである。
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【図１１】図１０の漏油検出動作の具体的な動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本発明の液体漏洩検出方法は、液体の漏洩を検査する検査領域に中間赤外域（２～２５
μｍ）の波長のレーザ光を照射し、レーザ光の波長を検査対象の液体の光吸収波長帯を含
んで掃引して検査領域からの反射光を受光し、液体の赤外吸収による反射光の受光強度の
落込みを検出することにより、液体の漏洩を検出することを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明の液体漏洩検出方法について、検査対象の液体として例えばトランス（変圧器）
に封入されている絶縁油を例として、その漏洩を検出する場合の一例を、図１を参照しな
がら説明する。
　図１において、液体漏洩検出装置１から中間赤外域の波長のレーザ光を、検査対象の液
体である絶縁油が封入されているトランス等の油分封入設備２の表面の検査領域に対して
走査しながら照射する。この際、レーザ光の波長を絶縁油の光吸収波長帯を含んで掃引し
、波長の掃引を繰り返しながら検査領域をレーザ光で走査する。液体漏洩検出装置１は、
その反射光を受光し、掃引毎の受光強度を計測し、レーザ光の波長を掃引した時の受光強
度の落込みの有無を検出して漏油の有無を検出する。
【００１５】
　液体漏洩検出装置１における受光強度Ｉは、レーザ光の波長λに応じた出射強度Ｉ0、
液体漏洩検出装置１から油分封入設備２表面までのレーザ光照射空間における減衰の往復
分ρ2、油分封入設備２表面の塗膜反射率Ｒ、漏油透過率の往復分Ｔ2及び液体漏洩検出装
置既知１内の効率ｆの積により下記の（１）式のように定義される。尚、Ｉ、Ｉ0、ρ2、
Ｒ、Ｔ2及びｆは、レーザ光の波長に依存することから下記の（１）式は波長の関数とし
て表記してある。
　　Ｉ（λ）＝Ｉ0（λ）・ρ（λ）2・Ｔ（λ）2・Ｒ（λ）・ｆ（λ）　・・・（１）
【００１６】
　ここで、レーザ光の出射強度Ｉ0は液体漏洩検出装置１内の発振モニタでリアルタイム
に計測することで既知となり、レーザ光照射空間における減衰ρはレーザ光をビーム広が
りがない平行光とすることにより無視（ρ≒１）することができ、塗膜反射率Ｒは油分封
入設備２表面の顕著な汚れを無視すれば検査場所によらず一定値とみなすことができ、液
体漏洩検出装置１内の効率fは設計値及び液体漏洩検出装置１の検査時に計測することで
定数にできるので、漏油検査における変数は漏油透過率Ｔのみとなる。そして、漏油がな
いときはＴ＝１となるが、漏油があるときは検査対象の油の光吸収特性や漏油の膜厚に依
存してその油の光吸収特性に基づいた特定波長帯でＴ＜１となり、受光強度Ｉが低下する
ため、受光強度Ｉを計測することにより、漏油の有無が検出できる。
【００１７】
　具体的には、レーザ発振器への印加電流を掃引することにより、図２の点線で示すよう
に出射強度Ｉ0とレーザ光の波長を同時に掃引する。受光強度Ｉは、漏油なしのときには
図２の実線で示すように出射強度Ｉ0に応じた値で計測されるが、漏油ありのときには、
絶縁油の光吸収波長帯で透過率Ｔに応じた光吸収が生じ、受光強度Ｉが低下し波長掃引中
において図２の一点鎖線で示すように落込みが生じる。従って、レーザ光の波長を絶縁油
の光吸収波長帯を含んで掃引することで、絶縁油の光吸収波長帯において生じる受光強度
Ｉの落込みを検出することにより、漏油の有無を検出できる。尚、図２は、波長掃引時の
漏油の有無による出射強度Ｉ0と受光強度Ｉの様子を模式的に示したものである。ここで
、落込みとは、図２で示すような所定の波長領域での強い光吸収部分のことである。
【００１８】
　絶縁油の場合、図３に示す透過スペクトルから３．４～３．７μｍの光波長帯で光吸収
を示すので、出射したレーザ光の波長が３．４～３．７μｍの範囲で受光強度Ｉに落込み
が生じることになる。
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【００１９】
　また、太陽光（短波放射）の放射スペクトルは、図４に示すように、紫外線域(波長２
８０～３８０ｎｍ)、可視光域(波長３８０～７５０ｎｍ)、近赤外域(波長７００～２５０
０ｎｍ)の波長領域で、強い分光放射照度を示し、特に可視光域においては強度が強い。
このため、従来のように紫外線域(波長２８０～３８０ｎｍ)、可視光域(波長３８０～７
５０ｎｍ)、近赤外域(波長７００～２５００ｎｍ)の光を用いた液体漏洩検出装置では、
太陽光の影響を受けて昼間の漏油検査が難しかった。
【００２０】
　これに対して、本発明では、太陽光（短波放射）の分光放射照度がほとんどない中間赤
外域（２～２５μｍ）の波長のレーザ光を使用する（絶縁油の場合は３．６μｍを中心波
長とする波長帯のレーザ光を使用する）ので、夜間は勿論、太陽光が存在する昼間でも太
陽光（短波放射）の影響を受けることがなく漏油検査が可能である。また、図４に示すよ
うに３．６μｍの波長帯では地表物質や雲からの大気放射（長波放射）の分光放射照度も
、晴天時の１．２Ｗ／ｍ2・ｎｍ-1に比べて０．００１Ｗ／ｍ2・ｎｍ-1と１／１０００以
下であるので、本発明による絶縁油の漏油検査のように、３．６μｍを中心波長とする波
長帯のレーザ光を使用すれば、その影響も受けづらい。
【００２１】
　地上に設置されている油分封入設備は雨滴に濡れることも多く、また、大気中の水蒸気
による漏油検査への影響を考慮すると、液体状態又は気体状態（水蒸気）の水分の影響が
少ない波長域のレーザ光、即ち、水分の透過率が高い波長域のレーザ光を使用することが
、計測時のＳ／Ｎ比を向上させることになる。水(液体）及び水蒸気の透過スペクトルは
図５に示すように、３．６μｍの波長域においては、水蒸気の光透過率は略１００％で光
の吸収がなく、本発明のように絶縁油の漏油検査において３．６μｍの波長帯のレーザ光
を使用すれば、大気中の水蒸気による漏油検査への影響はない。また、水（液体）の影響
については、３．６μｍの波長域ではその透過率の変化がなだらかであるため、波長の掃
引範囲内においては水（液体）による受光強度Ｉの変化と絶縁油の光吸収波長において鋭
く変化する絶縁油による受光強度Ｉの変化とは識別が可能であり、水（液体）が存在して
も漏油検査には影響はない。
【００２２】
　また、本発明方法では、前述した（１）式から受光強度Ｉを計測することにより、油分
の透過率Ｔを計測することができる。ここで、ランバート・ベールの法則により、透過率
Ｔは、下記の（２）式のように表せる。
　　Ｔ＝ｅｘｐ（－ａｃＬ）　・・・（２）
　ただし、ａは油分のモル吸光係数、ｃは油分のモル濃度、Ｌは光が通過する油分のパス
長である。ここで、検査対象が液体であり油分封入設備１の表面に付着することから、漏
油の濃度は均一とみなせる。従って、検査対象となる油分のモル吸光係数a及び大気圧、
常温環境下におけるモル濃度ｃが既知であるならば、パス長Ｌは、下記の（３）式から求
めることができる。
　　Ｌ＝－ｌｎ（Ｔ）／ａｃ　・・・（３）
【００２３】
　ここで、パス長Ｌは光が通過した漏油の長さであることから、求めたパス長Ｌから漏油
の膜厚を求めることができる。パス長Ｌは光が漏油内を往復した長さであるから、パス長
Ｌの半分（Ｌ／２）が漏油の膜厚として得られる。検査対象の液体が例えば粘性等が大き
く流れ難い液体等であれば、漏油が多い場合に膜厚が厚くなると考えられるので、膜厚か
ら大凡の漏油の程度を把握することが可能である。
【００２４】
　以上のように本発明の液体漏洩検出方法によれば、従来、巡視員の目視では見落とす虞
れがあった微量の漏油でも確実に検出できるようになる。また、漏油が検出された場合の
油分封入設備の補修、交換、土壌の入換え処理、監督官庁への報告までの移行がより短期
的に行うことができ、油分封入設備の機能の異常を遅滞なくいち早く発見して対処できる
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。従って、安全対策上きわめて有効である。また、中間赤外域の波長のレーザ光を用いる
ことで、太陽光の影響を受けやすかった従来装置に比べて太陽光がある昼間でも漏油検査
を実施することができる利点がある。
【００２５】
　以上、絶縁油の漏洩検査を例に本発明の液体漏洩検出方法について説明したが、本発明
の液体漏洩検出方法は、図６に示すようにその他の各種油分及び油分以外の液体の漏洩検
査にも適用できるものである。
【００２６】
　次に、上述の本発明の液体漏洩検出方法の検出原理を適用した本発明の液体漏洩検出装
置について説明する。
　図７は、本発明の液体漏洩検出装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
　図７において、本実施形態の液体漏洩検出装置１０は、レーザ発振器１１と、同軸光学
系１２と、スキャンミラー１３と、受光部１４と、発振モニタ１５と、撮像装置１６と、
制御部１７と、表示部１８と、記録部１９と、ＧＰＳ受信機２０と、外部インターフェイ
ス２１と、計測スイッチ２２と、バッテリ２３と、警告装置２４と、指示用レーザ２５と
、を備える。
【００２７】
　レーザ発光手段であるレーザ発振器１１は、計測スイッチ２２のオン操作で制御部１７
により駆動されて中間赤外域のレーザ光を出射するもので、例えば非線形光学効果を利用
した差周波発振原理による波長変換レーザ発振器である。尚、レーザ発振器１１は、中間
赤外域のレーザ光を出射できるものであればよく、例えば、同じく非線形光学効果を利用
した和周波発振、倍波発振、パラメトリック発振等の原理による波長変換レーザ発振器や
量子カスケードレーザ発振器等を用いてもよい。
【００２８】
　同軸光学系１２は、レーザ発振器１１から出射したレーザ光をスキャンミラー１３へ導
くと共に、出射したレーザ光と同軸でスキャンミラー１３に入射する反射光を受光手段で
ある受光部１４へ導く。例えば、図８（Ａ）に示すようなビームスプリッタ３１としてハ
ーフミラーを用いた構成や、同図（Ｂ）のような穴あきミラー３２を用いた構成を採用す
ることができる。
【００２９】
　光学系に出射光と反射光の光軸が異なる二軸光学系を採用してもよいが、二軸光学系の
場合、図９に示すように、液体漏洩検出装置１０からの出射光が受光部の視野（図中、斜
線部分）内に到達するまでの近距離領域では反射光がほとんど受光できず、計測不能領域
が存在する。このため、二軸光学系を採用した場合、漏洩検査の対象設備があまり近すぎ
ると、検査対象設備表面からの反射光が受光できずに漏洩検査ができない虞れがある。一
方、同軸光学系の場合は、図９から明らかなように二軸光学系のような計測不能領域は存
在せず、また、二軸光学系に比べて同軸光学系は相対的にコンパクトな構成にできる利点
がある。従って、同軸光学系を採用することが望ましい。
【００３０】
　スキャンミラー１３は、レーザ発振器１１からのレーザ光を２次元的に走査して装置１
０外部に投光すると共に、油分封入設備２表面からの反射光を同軸光学系１２を介して受
光部１４に導く光走査手段に相当するもので、光を２次元走査する例えば特許第２７２２
３１４号に記載された半導体製造技術を利用した電磁駆動方式の２次元プレーナ型ガルバ
ノミラーで構成される。電磁駆動方式の２次元プレーナ型ガルバノミラーの詳細は、特許
第２７２２３１４号に記載されており、簡単に説明すると、軸方向が互いに直交する２対
のトーションバーと、それぞれのトーションバーによって揺動可能に軸支された内側及び
外側可動部を半導体基板で一体形成し、それぞれの可動部に駆動コイルを設けると共に駆
動コイルに静磁界を作用する静磁界発生手段を設け、内側可動部にはミラーを設けて構成
される。そして、駆動コイルに例えば駆動電流として交流電流を供給することにより発生
する磁界と静磁界との相互作用により電磁駆動力が発生して可動部を揺動させる。駆動交
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流電流の周波数をガルバノミラーの共振周波数に設定すれば、効率よく可動部を揺動駆動
することができる。
【００３１】
　受光部１４は、スキャンミラー１３から同軸光学系１２を介して受光した反射光の受光
強度Ｉに応じた出力を制御部１７に送る。
【００３２】
　発振モニタ１５は、レーザ発振器１１から出射されるレーザ光の出射強度Ｉ0をリアル
タイムで計測して制御部１７に送信する。
【００３３】
　撮像装置１６は、レーザ光を照射する検査領域の画像を撮像するもので、例えばレーザ
光で検査領域全域を１回走査する毎に検査領域の静止画像を撮像してその画像データを制
御部１７に送信する。
【００３４】
　制御部１７は、計測スイッチ２２のオン操作でレーザ発振器１１への印可電流を掃引し
て出射レーザ光の波長を掃引制御する。また、前述の本発明の液体漏洩方法で説明したよ
うに、受光部１４からの受光出力の落込みの有無を検出し液体の漏洩の有無を判定する。
また、液体の漏洩を検出したときに、漏洩箇所にレーザ光が照射されたときのスキャンミ
ラー１３からの位置情報（内側及び外側の各可動部の揺動角度情報）に基づいて撮像装置
１６で撮像した静止画像上の対応箇所に着色指示やハイライト指示等の情報や位置情報取
得手段であるＧＰＳ受信機２０で取得した液体漏洩検査場所の位置情報等を付加した画像
データを作成してデータ記録手段である記録部１９に記録する。ここで、制御部１７は、
波長掃引制御手段、漏洩検出手段及び画像処理手段の機能を備える。
【００３５】
　表示手段である表示部１８は、記録部１９から記録した静止画像データを読出して表示
する。
【００３６】
　外部インターフェイス２１は、外部機器との間で記録部１９に記録したデータ等を交信
するものである。
【００３７】
　バッテリ２３は、液体漏洩検出装置１０の駆動用電源であり、図示しない電源スイッチ
のオン操作によって液体漏洩検出装置１０内各部に電源を供給する。このように、バッテ
リで駆動可能な構成とすれば、携帯でき電源がない場所でも使用できるようになる。
【００３８】
　警告装置２４は、液体の漏洩が検出されたことを液体漏洩検出装置１０の操作者に警告
する警告手段に相当するもので、制御部１７が液体の漏洩有りと判定したときに、制御部
１７からの出力で駆動する。警告装置２４としては、音声で警告するものでもよく、ラン
プ等の光を利用したり、振動を利用して警告するようにしてもよい。
【００３９】
　指示用レーザ２５は、液体漏洩部分や検査領域の輪郭を直接指示するための可視光レー
ザを出射するもので、液体の漏洩が検出されたときに制御部１７により駆動されてその漏
洩部分に同軸光学系からスキャンミラー１３を介して可視光レーザを照射する。また、ス
キャンミラー１３からの位置情報（内側及び外側の各可動部の揺動角度情報）に基づいて
スキャンミラー１３が検査領域の輪郭位置（内側及び外側の各可動部の最大揺動角度位置
）に向いたときに制御部１７により駆動されて可視光レーザを照射する。
【００４０】
　次に、本実施形態の液体漏洩検出装置による絶縁油の漏洩検査動作について、図１０及
び図１１のフローチャートを参照して説明する。
　図１０は、装置電源をＯＮしたときの動作を示すフローチャートであり、図１１は図１
０のフローチャートにおける漏油検出動作を示すフローチャートである。
【００４１】
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　図１０において、図示しない電源スイッチをＯＮして電源が投入されるとバッテリ２３
から各部に電源供給が行われ、制御部１７、撮像装置１６、表示部１８及びＧＰＳ受信機
２０が動作を開始し、液体漏洩検出装置１０による漏油検査が可能な状態となる。
【００４２】
　これにより、ステップ１（図中、Ｓ１で示し以下同様とする）で、表示部１８に撮像装
置１６で撮像される検査領域の画面が待機画面として表示される。この待機画面には、例
えばＧＰＳ受信機２０で取得した液体漏洩検出装置１０（検査場所）の位置情報等が同時
に表示される。
【００４３】
　ステップ２で、計測スイッチ２２がＯＮされたか否かを判定し、判定がＹＥＳ（計測ス
イッチ２２ＯＮ）の場合は、ステップ３に進む。
【００４４】
　ステップ３では、計測スイッチ２２のＯＮ操作によって、レーザ発振器１１、スキャン
ミラー１４及び発振モニタ１５が動作を開始し、図１１のフローチャートに示す絶縁油の
漏油検出動作を開始する。
【００４５】
　図１１において、ステップ１１では、レーザ発振器１１が駆動して中間赤外域の波長（
絶縁油の漏油検査では、例えば３．６μｍを中心波長とする波長帯）のレーザ光を出射す
ると共に、制御部１７によりレーザ発振器１１への印加電流を制御して出射するレーザ光
の波長を、図２に示すように検査対象の絶縁油の光吸収波長を含んで掃引制御し、レーザ
光を外部の油分封入設備２の表面（検査領域）に照射する。これと同時にスキャンミラー
１５を駆動して油分封入設備２の表面（検査領域）をレーザ光で走査する。この際に、ス
キャンミラー１３からの位置情報に基づいてスキャンミラー１３の内側及び外側の各可動
部が最大揺動角度位置に向いたときに、制御部１７により指示用レーザを駆動して可視光
レーザを出射する。これにより、検査領域の輪郭部分に可視光レーザが照射されるので、
操作者は検査領域を把握しながら漏油検査を行うことができるようになる。
【００４６】
　ステップ１２では、レーザ光の波長の一掃引したときの受光強度を検出し、例えば、受
光強度の傾きの変化状態等から絶縁油の光吸収に基づく受光強度の落込みの有無を検出す
る。
【００４７】
　ステップ１３では、受光強度の落込みが閾値以上か否かを判定する。例えば波長を掃引
したときの最大受光強度と落込み量との比率を判定値として前記比率が予め設定した閾値
以上か否かを判定する。前記比率が閾値以上で判定がＹＥＳとなったときは、漏油有りと
判定してステップ１４に進む。受光強度の落込みを検出しなかった場合や受光強度の落込
みは検出したが前記比率が閾値未満で判定がＮＯの場合は、漏油なしと判定してステップ
１４を飛越してステップ１５に進む。尚、波長を掃引したときの最大受光強度と受光強度
の落込みが発生した波長における受光強度そのものとの比率を判定値としてその比率が閾
値以下か否かを判定するようにしてもよく、この場合は予め設定した閾値以下のときに漏
油有りと判定することになる。
【００４８】
　ステップ１４では、警告装置２４を駆動して液体漏洩検出装置１０を所持する操作者に
漏油を検出したことを知らせる。尚、警告装置２４の動作停止は、例えば予め警告装置２
４の駆動時間を設定して設定時間経過後に自動で停止するようにしてもよく、手動の警告
装置停止スイッチを設けて、操作者が手動で停止させるようにしてもよい。また、指示用
レーザを駆動して検出した漏洩部分に可視光レーザを照射する。これにより、操作者は漏
洩部分を直接視認することができる。
【００４９】
　ステップ１５では、スキャンミラー１３の揺動角度情報に基づいてスキャンミラー１３
の一走査が終了したか否かを判定し、判定がＹＥＳであればステップ１６に進み、判定が
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ＮＯであればステップ１１～１５の動作を繰返す。例えば、ステップ１１～１５の動作を
、撮像装置１６で撮像する静止画像の１ピクセルをスキャンミラー１３が走査する毎に行
うようにする。こうすることにより、スキャンミラー１３の一走査周期毎に得られる静止
画像中のピクセル毎に着色指示やハイライト指示等の情報を作成できる。
【００５０】
　ステップ１６では、レーザ光により走査された静止画像データを記録部１９に記録する
。この画像データには、ＧＰＳ受信機２０による検査場所の位置情報等の待機画面で表示
される基本的な情報に加えて、画像中の漏油が検出された箇所に相当するピクセル位置に
着色指示やハイライト指示等の情報が付加されている。
【００５１】
　ステップ１７では、記録部１９からステップ１６で記録した画像データを表示部１８で
読出して表示する。これにより、表示部１９の画像から検査領域のどの箇所に漏油が生じ
ているかを客観的に知ることができる。
【００５２】
　図１１に示す漏油検出動作は、計測スイッチ２２のＯＦＦ操作により終了する。
【００５３】
　かかる構成の本実施形態の液体漏洩検出装置によれば、従来、巡視員の目視では見落と
す虞れがあった微量の絶縁油の漏洩でも確実に検出できる。また、漏油が検出された場合
の油分封入設備の補修、交換、土壌の入換え処理、監督官庁への報告までの移行がより短
期的に行うことができ、油分封入設備の機能の異常を遅滞なく発見して対処できる。従っ
て、電力会社等における安全対策上きわめて有効である。また、中間赤外域の波長のレー
ザ光を用いることで、太陽光がある昼間でも漏油検査を実施することができる。更に、小
型で持運びが自由にできるので、場所を選ばずにどのような場所でも絶縁油等の漏油検査
が極めて容易かつ効率的にできるようになる。
【００５４】
　尚、必ずしもレーザ光を走査する必要はなく、レーザ光を単に外部に出射する構成でも
よいが、上記実施形態のように、レーザ光を走査する構成とすれば、検査する油分封入設
備２の表面を２次元的に検査できるので、スキャンミラーを設けることが望ましい。また
、撮像装置１６についても必ずしも設ける必要はないが、中間赤外域のような不可視レー
ザ光を利用する漏油検査の場合、漏油を検出しても正確に特定できないが、撮像装置１６
を設けて漏油検出箇所を画像で表示すれば、漏油箇所の特定も容易にできるようになる。
【符号の説明】
【００５５】
１０　　液体漏洩検出装置
１１　　レーザ発振器
１２　　同軸光学系
１３　　スキャンミラー
１４　　受光部
１６　　撮像装置
１７　　制御部
１８　　表示部
１９　　記録部
２０　　ＧＰＳ受信機
２４　　警告装置
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